
千葉市避難行動要支援者名簿に関する条例(案)の 

概要に関するパブリックコメント手続実施シート 
 

対象施策の案 

千葉市避難行動要支援者名簿に関する条例（案）の概要 

所管課 

総務局危機管理課 

意見の提出期間 

平成２５年９月２日（月）～平成２５年１０月１日（火） ※意見の募集は終了しました。 

対象施策の案の趣旨、目的及び背景 

平成１６年の新潟・福島豪雨や平成２３年の東日本大震災においては、犠牲者に高齢者や障害

者の占める割合が大きく、災害時に自力で迅速な避難行動をとることが困難な者に対する避難支

援等の強化が急務となっています。 

本市では、平成２０年から「災害時要援護者名簿」を作成し、災害時における避難支援等にあ

たることとしております。また、平成２２年からは平常時から自主防災組織や町内自治会に個人

情報を提供し、地域における避難支援等の体制の構築に努めているところですが、個人情報の提

供には、対象者本人の同意が必要であり、個別に同意確認を行っていることから、全市的に情報

の提供が進んでいない状況にあります。 

そこで、市が保有するこれらの方の個人情報を、本人から拒否の意思表示がない限り、平常時

から自主防災組織や町内自治会等に提供できるよう条例の制定を進めています。 

対象施策の案の概要 

本条例の概要は、次のとおりです。 

・提供する個人情報の対象者 

・提供する個人情報の項目 

・個人情報の提供先 

・個人情報の適正管理 


